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天翔ける帰雁のつばさねたましや

配膳の蕗の香に湧く母郷かな

ゆきずりに聞く里言葉春の風

はらからの声を受話器に夜の雪

流し雛鴨が寄り添い流れゆく























年越蕎麦われに遠父母ありて食ふ

ふるさとは卯の花腐し水の香して

母の膝踏むごと苔の青厚し

一月の百の山柿父のこと

備前より因幡につづく曼珠沙華
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２ ハンセン病患者等概要
(１)ハンセン病患者数の推移 (各年年末現在)

療 養 所 新 発 ⾒
年 総 数 在宅患者

⼊ 所 者 うち沖縄県 患 者 数 うち沖縄県
⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈

明治３３年 30,359 － － － － －
３９ 23,819 226 23,593 － － －

⼤正 ８ 16,261 1,491 14,770 － － －
１４ 15,351 2,176 13,175 － － －

昭和 ５ 14,261 3,261 11,000 － － －
１０ 14,193 9,735 4,458 － － －
１５ 11,326 8,855 2,471 － － －
２５ 11,094 8,325 2,769 － － －
３０ 12,169 11,057 1,112 － 412 －
３５ 11,587 10,645 942 － 256 －
４０ 10,607 9,874 733 － 125 －
４５ 9,565 8,958 607 － 46 －
５０ 10,199 9,166 1,033 502 83 61
５５ 9,458 8,509 949 511 37 19
５８ 8,944 8,022 922 508 40 27
５９ 8,706 7,801 905 548 30 23
６０ 8,452 7,568 884 549 42 27
６１ 8,217 7,328 817 554 42 31
６２ 7,960 7,143 768 484 15 6
６３ 7,703 6,935 778 438 33 18

平成 元 7,551 6,773 751 449 26 14
２ 7,348 6,597 708 428 12 4
３ 7,130 6,422 697 380 17 6
４ 6,946 6,249 687 383 15 5
５ 6,729 6,042 658 379 8 4
６ 6,484 5,826 571 360 12 6
７ 6,172 5,601 571 289 15 9
８ 5,961 5,413 *1 548 280 *2 1 1
９ － 5,205 － － － －

１０ － 4,918 － － － －
１１ － 4,676 － － － －
１２ － 4,595 － － － －
１３ － 4,404 － － － －

＊１ 平成８年３⽉末現在 ＊２ 平成８年１⽉〜３⽉まで
昭和２５年〜４５年は沖縄県は含まず。
平成８年のらい予防法廃⽌により 「在宅患者」及び「新発⾒患者」の届出は廃⽌。、
平成１２年からは５⽉１⽇現在
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(２)⽣活援護延⼈員の年末推移

⽣ 活 援 助 教育援助 住宅援助 出産援助 ⽣産援助 葬祭援助
年 次

延 世 帯 実世帯 延 ⼈ 員 実⼈員 延 ⼈ 員 延 ⼈ 員 延 ⼈ 員 延 ⼈ 員 延 ⼈ 員

昭和３２年 11,433 － 30,017 － 11,748 12,974 6 20 30
３５ 12,310 － 38,474 － 12,190 12,919 21 1 16
４０ 11,021 － 28,449 － 7,924 10,543 5 25 31
４５ 8,660 － 18,355 － 3,931 6,596 0 64 13
５０ 7,091 － 13,765 － 2,720 5,299 0 17 6
５５ 5,987 － 10,993 － 1,821 4,631 4 13 9
５８ 5,358 － 9,485 － 1,664 4,522 2 2 4
５９ 5,214 － 9,123 － 1,546 4,418 1 0 9
６０ 5,028 － 8,622 － 1,554 4,270 0 2 5
６１ 4,893 － 8,076 － 1,413 3,875 0 3 4
６２ 4,720 － 7,648 － 1,300 3,728 2 0 8
６３ 4,573 － 7,249 － 1,220 3,600 0 0 5

平成 元 4,252 － 6,693 － 1,075 3,451 3 0 4
２ 3,883 － 6,042 － 1,001 3,147 0 0 1
３ 3,642 － 5,538 － 861 2,853 0 1 1
４ 3,395 － 5,017 － 663 2,553 1 0 2
５ 3,143 － 4,584 － 529 2,356 1 0 1
６ 2,863 － 4,100 － 490 2,109 0 0 2
７ 2,829 210 3,902 287 342 1,988 0 1 3
８ 2,474 204 3,272 266 378 1,708 0 0 1
９ 2,052 171 3,001 250 304 1,243 0 0 11

１０ 2,004 167 2,778 232 254 1,513 0 0 1
１１ 2,009 167 2,540 212 124 1,403 0 0 3
１２ 1,918 160 2,288 191 108 1,238 0 0 0

出典：厚⽣省報告例(平成６年度まで)
平成７年度以降は、委託事業の実績報告による
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３ ⿃取県出⾝のハンセン病療養所⼊所者の状況

■療養所別⼊所者数 （Ｈ１４．４．１現在）
性 年 代 別

療 養 所 名 所 在 地 ⼊所 別 60 70 80 90
（代表者⽒名） （電 話 番 号） 県⼈ 代 代 代 代

⼈
ながしまあいせいえん 岡⼭県⾢久郡⾢久町⾍明6539 男 １ １ ３ １

国⽴療養所 ⻑島愛⽣園 ℡：０８６９２－５－０３２１ １１
⼥ １ ３ １

お く こうみょうえん 岡⼭県⾢久郡⾢久町⾍明6253 男
〃 ⾢久光明園 ℡：０８６９２－５－００１１ ２

⼥ １ １

おおしませいしょうえん ⾹川県⽊⽥郡庵治町6034-1 男 １
〃 ⼤島⻘松園 ℡：０８７８－７１－３１３１ １

⼥

きくち けいふうえん 熊本県菊池郡合志町栄3796 男 １ １
〃 菊池恵楓園 ℡：０９６－２４８－１１３１ ３

⼥ １

くりう らくせんえん 群⾺県吾妻郡草津町草津⼄647 男 １ １
〃 栗⽣楽泉園 ℡：０２７９－８８－３０３０ ５

⼥ １ １ １

静岡県御殿場市神⼭1915 男 ２ １
国 ⽴ 駿 河 療 養 所 ℡：０５５０－８７－１７１１ ３

す る が

⼥

男 ２ ６ ５ １
計 ６か所 ２５

⼥ １ ６ ２ ２
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４ 国⽴ハンセン病療養所所在地略図
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５ ハンセン病関係⽂献等
○⽂献（⿃取県⽴図書館所蔵分を主体に掲載）

⽂ 献 名 著 者 名 出 版 社

隔離 徳永 進 ゆみる出版
らいを病んだ故郷の⼈たち

(学⽣時代に⻑島愛⽣園を訪問した筆者が、⼊所者の聞き
書きをまとめ上げたもの)

わすれられた命の詩 雄⼆ ポプラ社
ハンセン病を⽣きて

⼩島の春 ⼩川 正⼦ ⻑崎出版
ある⼥医の⼿記

創⽴３０周年記念誌 藤楓協会 藤楓協会

野に咲くベロニカ 林 富美⼦ ⼩峰書店

ハンセン療養所歌⼈全集 ハンセン療養所短歌会 藤楓協会

来者のこえ 島 ⽐呂志 社会評論社
続・ハンセン病療養所からのメッセージ

隔離 徳永 進 岩波書店
故郷を追われたハンセン病者たち

島が動いた 加賀⽥ ⼀ ⽂芸社
隔絶六⼗年の体験から「⼩島の春」はいま！

(⻑島愛⽣園⿃取県⼈会⻑である筆者が 実体験に基づき、 、
⼆度と過ちを繰り返さないようにと願って綴ったもの)

時の響きて 福安 和⼦ ⽤瀬町⼈権⽂化事
(保育所⻑を勤める筆者が、⼀⽇も早く差別と偏⾒がなく 務所
なるようにと、⻑⼥にさし絵を頼んでかいた絵本)

闇をてらす⾜おと 重兼 芳⼦ 春秋社
岩下壮⼀と神⼭復⽣病院物語

慈雲の蔭 都波 修 都波 修

全患協運動史 全国ハンセン⽒病患者協 ⼀光社
ハンセン⽒病患者のたたかいの記録 議会

隔離の⾥程 ⻑島愛⽣園⼊園者⾃治会 ⽇本⽂教出版
⻑島愛⽣園⼊園者５０年史

風と海のなか ⾢久光明園⼊園者⾃治会 ⽇本⽂教出版
⾢久光明園⼊園者８０年史

風雪の紋 栗⽣楽泉園患者⾃治会 栗⽣楽泉園患者⾃
栗⽣楽泉園患者５０年史 治会

閉ざされた島の昭和史 ⼤島⻘松園⼊園者⾃治会 ⼤島⻘松園⼊園者
⾃治会
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⽂ 献 名 著 者 名 出 版 社

⾃治会５０年史 菊池恵楓園⼊園者⾃治会 菊池恵楓園⼊園者
⾃治会

⽇本ファシズムと医療 藤野 豊 岩波書店
ハンセン病をめぐる実証的研究

ライと涙とマリア様 ⼩坂井 澄 図書出版社

らい予防法の改正を 島 ⽐呂志 岩波書店

あふれる愛 豊⽥ 穣 講談社
虹に祈る聖⺟

⽣まれたのは何のために 松⽊ 信 教⽂館
ハンセン病者の⼿記

現代のステｲグマ ⼤⾕ 藤郎 草書房
ハンセン病・精神病・エイズ・難病の艱難

光仰ぐ⽇あるべし 国⽴療養所奄美和光園 国⽴療養所奄美和
南島のハンセン病療養所の五○年 光園

「らい予防法」と患者の⼈権 島 ⽐呂志 社会評論社

癩者の⽣ 沢野 雅樹 ⻘⼸社
⽂明開化の条件としての

ハンセン病・隔絶四⼗年 伊奈 教勝 明⽯書店
⼈間解放へのメッセージ

「らい予防法」を問う 「らい」園の医療と⼈権 明⽯書店
を考える会

シンポジウム「らい予防法」をめぐって － 星社
１９９４年６⽉２５⽇全記録

ハンナ・リデル ジュリア・ボイド ⽇本経済新聞社
ハンセン病救済に捧げた⼀⽣

はじめに差別があった 清瀬・教育ってなんだろ 現代企画室
「らい予防法」と在⽇コリアン う会

ハンセン病医療ひとすじ 犀川 ⼀夫 岩波書店

病みすてられた⼈々 論楽社編集部 論楽社
⻑島愛⽣園・棄⺠収容所

⽚居からの解放 島 ⽐呂志 社会評論社
ハンセン病療養所からのメッセージ

緊急出版！らい予防法の廃⽌を考える 九弁連⼈権擁護委員会 九州弁護⼠会連合
九弁連調査とシンポジウムの記録 会

歴史のなかの「癩者」 藤野 豊 ゆみる出版
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⽂ 献 名 著 者 名 出 版 社

らい予防法廃⽌の歴史 ⼤⾕ 藤郎 草書房勁
愛は打ち克ち城壁崩れ陥ちぬ

証⾔・⽇本⼈の過ち 森元 美代治 ⼈間と歴史社
ハンセン病を⽣きてー森元美代治・美穂⼦は語る

無菌地帯 ⼤⽵ 章 草⼟⽂化
らい予防法の真実とは

ハンセン病とキリスト教 荒井 英⼦ 岩波書店

⾜跡は消えても 森 幹郎 ヨルダン社
ハンセン病史上のキリスト者たち

ハンセン病診断・治療指針 中嶋 弘 厚⽣省

わすれられた命の詩 雄⼆ ポプラ社
ハンセン病を⽣きて

花に逢はん 伊波 敏男 ⽇本放送出版協会

ハンセン病医学 斎藤 肇ほか 東海⼤学出版会
基礎と臨床

「隔離という病い 武⽥ 徹 講談社
近代⽇の医療空間

⽗からの⼿紙 林 ⼒ 草風館
再び「癩者」の息⼦として

忘れえぬ⼦どもだち 藤本 フサコ 不知⽕書房
ハンセン病療養所のかたすみで

⼈⽣に絶望はない 平沢 保治 かもがわ出版
ハンセン病１００年のたたかい

⽇本らい史 ⼭本 俊⼀ 東京⼤学出版会

悲しみを喜びに 関 とみ⼦ ⼀⻨社

遙けくも遠く 朝⽇新聞⼤阪厚⽣⽂化事 朝⽇新聞⼤阪厚⽣
ハンセン病療養所在園者の聞き書き集 業団 ⽂化事業団

隔離の⾥ 宮下 忠⼦ ⼤⽉書店
ハンセン病回復者の軌跡

ヒイラギの檻 ⽖⾕ 修治 三五館
２０世紀を狂奔した国家と市⺠の墓標

国の責任 島 ⽐呂志 社会評論社
今なお、⽣きつづけるらい予防法

曙の潮風 ⻑島愛⽣園⼊園者⾃治会 ⽇本⽂教出版
⻑島愛⽣園⼊園者⾃治会史
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⽂ 献 名 著 者 名 出 版 社

ぼくのおじさんはハンセン病 船橋 秀彦 茨障研出版
平沼保治物語 平沼 保治

夏椿、そして 伊波 敏男 ⽇本放送出版協会

草津のタルピッ(⽉あかり) ⽇本聖公会⽇韓協働委員 聖公会出版
在⽇韓国朝鮮⼈ハンセン病者の証⾔ 会

訴状「らい予防法⼈権侵害謝罪・国家賠償請求訴 らい予防法⼈権侵害謝罪 星社
訟」 国家賠償請求訴訟

九〇年目の真実 らい予防法違憲国家賠償 かもがわ出版
ハンセン病患者隔離政策の責任 請求訴

ハンセン病療養所隔離の９０年 太⽥ 順⼀ 解放出版社

らい⽂献目録 補巻 ⻑島愛⽣園慰安会 星社

らい⽂献目録 社会編 ⻑島愛⽣園内らい⽂献目 星社
録編集委員会

らい⽂献目録 医学編 ⻑島愛⽣園内らい⽂献目 星社
録編集委員会

証⾔・⾃分が変わる社会を変える 藤⽥ 真⼀ ⼈間と歴史社
ハンセン病克服の記録

忘れられた⽣命 仲川 幸男 葉⽂館出版
ハンセン病療養所の⼈々

「らい予防法国賠訴訟」⼤⾕藤郎証⾔ ハンセン病国家賠償請求 星社
国や私どもが⻑年にわたって患者さん⽅を追い込んだ責任とい 訴訟弁護団

うものを私は感じる次第です

知っていますか？ハンセン病と⼈権⼀問⼀答 ハンセン病と⼈権を考え 解放出版社
る会

孤⾼の桜 井上 佳⼦ 葦書房
ハンセン病を⽣きた⼈たち

証⾔・＊ハンセン病 森 幹郎 現代書館
療養所元職員が⾒た⺠族浄化

ハンセン病療養所（りょうようしょ） 冬 敏之 壺中庵書房
冬敏之短編

ライは⻑い旅だから 雄⼆ 星社
詩と写真

「らい予防法国賠訴訟」和泉眞藏証⾔ ハンセン病国家賠償請求 星社
公正な審判を下す最後の機会に 訴訟弁護団

「いのち」の近代史 藤野 豊 かもがわ出版
「⺠族浄化」のもとに迫害され
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⽂ 献 名 著 者 名 出 版 社

⽣きる ⼤⾕ 美和⼦ いのちのこ
元ハンセン病患者⾕川秋夫の七⼗七年

光を求めて扉を開かん 新⽇本出版社編集部 新⽇本出版社
ハンセン病患者たちのたたかい

「らい予防法国賠訴訟」犀川⼀夫証⾔ ハンセン病国家賠償請求 星社
遅くとも４０年前には「らい予防法」は廃⽌されるべきであった 訴訟弁護団

病癒えても 寺島 萬⾥⼦ 星社
ハンセン病・強制隔離９０年から⼈権回復へ

差別された病 ⼭岸 透 かもがわ出版
裁かれたハンセン病隔離政策

知らなかったあなたへ 雄⼆ ポプラ社
ハンセン病訴訟までの⻑い旅

ハンセン病療養所から５０年目の社会へ 島 ⽐呂志 解放出版社

朝鮮ハンセン病史 滝尾 英⼆ 未来社
⽇本植⺠地下の⼩⿅島

ハンセン病国賠訴訟判決 解放出版社 解放出版社
熊本地裁「第⼀次〜第四次」

⽣きて、ふたたび 国本 衛 毎⽇新聞社
隔離５５年ーハンセン病者半⽣の軌跡

ハンセン病 沖浦 和光 岩波書店
排除・差別・隔離の歴史 徳永 進

ハンセン病・いま、私たちに問われているもの ⽇本弁護⼠連合会 クレエイツかもがわ

ハンセン病を知っていますか？ ⽇本広報協会 ⽇本広報協会
現代医学で制圧された病

復権への⽇⽉ 全国ハンセン病療養所⼊ 光陽出版社
ハンセン病患者の闘いの記録 所者協議会

⿃取県ノ無癩運動概況 (財)⿃取県癩予防協会 －

○ビデオ
作 品 名 企画制作著者名

恵の鐘よ 明⽇の空へ ⻑島愛⽣園⼊園者⾃治会
－国⽴療養所⻑島愛⽣園－

橋を渡る ⾢久光明園⼊園者⾃治会
－外島保養院・⾢久光明園⼊園者の歩み－

記録映画 ⾒えない壁を越えて （財）藤楓協会
－声なき者たちの証⾔－

⼈間回復の橋 ⼼のかけ橋となれ ハンセン病の正しい理解を進
－ハンセン病を正しく理解するために－ める普及啓発事業実⾏委員会
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６ 新聞記事
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７ 県市町村等のハンセン病相談窓⼝

市町村名 担当部（課） 電 話 ＦＡＸ 住 所
⿃取市 健康対策課 0857-20-3191 0857-20-3199 ⿃取市富安2丁目104-2
国府町 健康福祉課 0857-39-0556 0857-39-0550 国府町⼤字糸⾕15番地１
岩美町 岩美町⽴保健ｾﾝﾀｰ 0857-73-1333 0857-73-1344 岩美町⼤字浦富645番地
福部村 福祉保健課 0857-75-2813 0857-74-3714 福部村細川668
気⾼町 健康福祉課 0857-82-0011 0857-82-1067 気⾼町浜村282-1
⿅野町 健康福祉課 0857-84-2431 0857-84-3709 ⿅野町⼤字今市650
⻘⾕町 健康対策課 0857-85-5100 0857-85-5220 ⻘⾕町⼤字善⽥27-1
郡家町 郡家町保健ｾﾝﾀｰ 0858-72-3566 0858-72-3565 郡家町⼤字宮⾕254番地1
船岡町 保健福祉課 0858-73-0670 0858-73-0741 船岡町⼤字殿159
河原町 住⺠福祉課 0858-76-3113 0858-85-0672 河原町渡⼀⽊277
⼋東町 ⼋東町保健ｾﾝﾀｰ 0858-84-1234 0858-84-1235 ⼋東町徳丸578-1
若桜町 福祉保健課

若桜町保健ｾﾝﾀｰ 0858-82-2214 0858-82-0134 若桜町若桜801番地5
⽤瀬町 住⺠福祉課

健康管理ｾﾝﾀｰ 0858-87-3330 0858-87-2174 ⽤瀬町⼤字別府2番地
佐治村 佐治村保健ｾﾝﾀｰ 0858-89-1024 0858-89-1024 佐治村加瀬⽊2235
智頭町 福祉課 0858-75-4119 0858-75-1193 智頭町⼤字智頭2072-1
倉吉市 倉吉市⼈権⽂化ｾﾝﾀｰ 0858-22-2942 0858-22-2942 倉吉市鍛冶町1丁目2971-2
⽻合町 健康福祉課 0858-35-5051 0858-35-5555 ⽻合町⼤字⻑瀬584
泊村 ⽣活ふれあい課 0858-34-3114 0858-34-3291 泊村⼤字泊534-1

泊村保健福祉ｾﾝﾀｰ 0858-34-2620 0858-34-3083 泊村⼤字泊1085-1
東郷町 町⺠課 0858-32-2968 0858-32-2469 東郷町龍島500
三朝町 町⺠課 0858-43-3505 0858-43-0647 三朝町⼤字⼤瀬999の2
関⾦町 健康福祉課 0858-45-2111 0858-45-3964 関⾦町⼤字⼤⿃居193-1
北条町 健康福祉課 0858-36-3111 0858-36-4595 北条町⼟下112
⼤栄町 保健課 0858-37-3111 0858-37-5339 ⼤栄町由良宿423-1
東伯町 健康福祉課 0858-52-2111 0858-52-1524 東伯町徳万591-2
⾚碕町 健康福祉課 0858055-0111 0858-55-7558 ⾚碕町⾚碕1142-3
⽶⼦市 健康対策課 0859-23-5451 0859-23-5460 ⽶⼦市錦町1丁目139-3
境港市 健康対策課 0859-44-2111 0859-44-3001 境港市上道町3000番地
⻄伯町 健康福祉課 0859-66-5522 0859-66-5523 ⻄伯町倭482
会⾒町 福祉保健課 0859-64-3782 0859-64-2183 会⾒町天萬558
岸本町 福祉保健課 0859-68-3115 0859-68-3866 岸本町吉⻑37-3

⽇吉津村 福祉保健課 0859-27-0211 0859-27-0903 ⽇吉津村⼤字⽇吉津872-15
淀江町 福祉保健課 0859-56-3111 0859-56-5201 淀江町⻄原1129-1
⼤⼭町 ⼤⼭町総合福祉ｾﾝﾀｰ 0859-39-5055 0859-39-5021 ⼤⼭町末⻑503
名和町 福祉保健課 0859-54-5207 0859-54-5087 名和町御来屋467
中⼭町 福祉保健課 0858-58-6113 0858-58-4024 中⼭町⾚坂66
⽇南町 福祉保健課 0859-82-0374 0859-82-1027 ⽇南町⽣⼭511-5
⽇野町 健康福祉ｾﾝﾀｰ 0859-72-2555 0859-72-1484 ⽇野町根⾬130-1
江府町 福祉保健課 0859-75-6111 0859-75-6161 江府町⼤字江尾2088-5
溝⼝町 福祉保健課 0859-62-0711 0859-62-7172 溝⼝町溝⼝647

⿃取県
担当部（課） 電 話 ＦＡＸ 住 所
福祉保健部健康対策課 0857-26-7193 0857-26-8143 ⿃取市東町1丁目220
東部健康福祉センター 0857-22-5161 0857-21-3109 ⿃取市江津730
同ｾﾝﾀｰ⼋頭地域保健福祉部 0858-72-0132 0858-72-3242 ⼋頭郡郡家町郡家40
中部健康福祉センター 0858-23-3144 0858-23-4803 倉吉市東巌城町2
⻄部健康福祉センター 0859-31-9317 0859-34-1392 ⽶⼦市東福原1丁目1-45
⽇野総合事務所福祉保健局 0859-72-0042 0859-72-1099 ⽇野郡⽇野町根⾬71-1
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８ ハンセン病関係法等

○「癩予防ニ関スル件」の制定 法律第１１号（明治４０年３⽉１８⽇公布）
第１條 醫師癩患者ヲ診斷シタルトキハ患者及家⼈ニ消毒其ノ他豫防⽅法ヲ指⽰シ且３⽇以内ニ⾏政

官廳ニ屈出ヘシ其ノ轉歸ノ場合及死體ヲ檢案シタルトキ亦同シ
第２條 癩患者アル家⼜ハ癩病毒ニ汚染シタル家ニ於テハ醫師⼜當該吏員ノ指⽰ニ從ヒ消毒其ノ他豫

防⽅法ヲ⾏フヘシ
第３條 癩患者ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキモノハ⾏政官廳ニ於テ命令ノ定ムル所ニ從ヒ療

養所ニ⼊ラシメ之ヲ救護スヘシ但シ適當ト認ムルトキハ扶養義務者ヲシテ患者ヲ引取ラシムヘシ必
要ノ場合ニ於テハ⾏政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ前項患者ノ同伴者⼜ハ同居者ニ對シテモ⼀時相
當ノ救護ヲ爲スヘシ

前２項ノ場合ニ於テ⾏政官廳ハ必要ト認ムルトキハ市町村⻑（市制町村制ヲ施⾏セザル地ニ在リ
テハ市町村⻑ニ準スヘキ者）ヲシテ癩患者及其ノ同伴者⼜同居者ヲ⼀時救護セシムルコトヲ得

第４條 主務⼤⾂ハ２以上ノ道府縣ヲ指定シ其ノ道府縣内ニ於ケル前條ノ患者ヲ收容スル爲必要ナル
療養所ノ設置ヲ命スルコトヲ得前項療養所ノ設置及管理ニ關シテ必要ナル事項ハ主務⼤⾂之ヲ定ム
主務⼤⾂ハ私⽴ノ療養所ヲ以テ第１項ノ療養所ニ代⽤セシムルコトヲ得

第５條 救護ニ要スル費⽤ハ被救護者ノ負擔トシ被救護者ヨリ辨償ヲ得サルトキハ其ノ扶養義務者ノ
負擔トス 第３條ノ場合ニ於テ之カ爲要スル費⽤ノ⽀辨⽅法及其ノ追徴⽅法ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第６條 扶養義務者ニ對スル患者引取ノ命令及費⽤辨償ノ請求ハ扶養義務者中ノ何⼈ニ對シテモ之ヲ
爲スコトヲ得但シ費⽤ノ辨償ヲ爲シタル者⺠法第９５５條及第９５６條ニ依リ扶養ノ義務ヲ履⾏ス
ヘキ者ニ對シ求償ヲ爲スコトヲ妨ケス

第７條 左ノ諸費ハ北海道地⽅費⼜ハ府縣ノ負擔トス但シ沖繩縣及東京府下伊⾖七島⼩笠原島ニ於テ
ハ國庫ノ負擔トス
⼀ 被救護者⼜ハ扶養義務者ヨリ辨償ヲ得サル救護費
⼆ 檢診ニ關スル諸費
三 其ノ他道府縣ニ於テ癩豫防上施設スル事項ニ關スル諸費

第４條第１項ノ場合ニ於テ其ノ費⽤ノ分擔⽅法ハ關係地⽅⻑官ノ協議ニ依リ之ヲ定ム若シ協議調
ハサルトキハ主務⼤⾂ノ定ムル所ニ依ル

第４條第３項ノ場合ニ於テ關係道府縣ノ私⽴ノ療養所ニ對シ必要ナル補助ヲ爲スヘシ此ノ場合ニ
於テ其ノ費⽤ノ分擔⽅法ハ前項ノ例ニ依ル

第８條 國庫ハ前條道府縣ノ⽀出ニ對シ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ６分ノ１乃⾄２分ノ１ヲ補助スルモノ
トス

第９條 ⾏政官廳ニ於テ必要ト認メルトキハ其ノ指定シタル醫師ヲシテ癩⼜ハ其ノ疑アル患者ノ檢診
ヲ⾏ハシムルコトヲ得

癩ト診斷セラレタル者⼜ハ其ノ扶養義務者ハ⾏政官廳ノ指定シタル醫師ノ檢診ヲ求ムルコトヲ得
⾏政官廳ノ指定シタル醫師ノ診斷ニ不服アル患者⼜ハ其ノ扶養義務者ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ更ニ
檢診ヲ求ムルコトヲ得

第１０條 醫師第１條ノ届出ヲ爲サス⼜ハ虚僞ノ届出ヲシタル者ハ５０圓以下ノ罰⾦ニ處ス
第１１條 第２條ニ違反シタル者ハ２０圓以下の罰⾦に處ス
第１２條 ⾏旅死亡⼈ノ取扱ヲ受クル者ヲ除クノ外⾏政官廳ニ於テ救護中死亡シタル癩患者ノ死體⼜

ハ遺留物件ノ取扱ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則

本法施⾏ノ期⽇ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

○「癩予防法」への改正 法律第５８号（昭和６年４⽉２⽇公布）
第２條ノ２ ⾏政官廳ハ癩豫防上必要ト認ムルトキハ左ノ事項ヲ⾏フコトヲ得

⼀ 癩患者ニ對シ業務上病毒傳播虜アル職業ニ從事スルヲ禁⽌スルコト
⼆ 古着、古蒲團、古本、紙屑、襤褸、飲⾷物其ノ他ノ物件ニシテ病毒ニ汚染シ⼜ハ其ノ疑アルモ
ノノ賣買若ハ授受ヲ制限シ若ハ禁⽌シ、其ノ物件ノ消毒若ハ廢棄ヲ爲サシメ⼜ハ其ノ物件ノ消毒若
ハ廢棄ヲ爲スコト

第３條 ⾏政官廳ハ癩豫防上必要ト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ癩患者ニシテ病毒傳播ノ虜ア
ルモノヲ國⽴癩療養所⼜ハ第４條ノ規定ニ依リ設置スル療養所ニ⼊所セシムベシ
必要ノ場合ニ於テハ⾏政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ前項患者ノ同伴者⼜ハ同居者ニ對シテモ⼀時
相當ノ救護ヲ爲スベ シ

前２項ノ場合ニ於テ⾏政官廳ハ必要ト認ムルトキハ市町村⻑⼜ハ之ニ準ズベキ者ヲシテ癩患者及
其ノ同伴者⼜ハ同居者ヲ⼀時救護セシムルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ市町村⻑⼜ハ之ニ準ズベキ者ニ於テ⼀時救護ヲ爲ス場合ニ要スル費⽤ハ必要ア
ルトキハ市町村⼜ハ之ニ準ズベキモノニ於テ繰替⽀辨スベシ

第４條第３項ヲ削ル
第４條ノ２ 中「被救護者」ヲ「⼊所患者」ニ改ム
第５條 私⽴ノ癩療養所ノ設置及管理ニ關シ必要ナル事項ハ主務⼤⾂之ヲ定ム
第６條 北海道地⽅費⼜ハ府縣ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ第２條ノ２第１號ノ規定ニ依ル從業禁⽌⼜ハ

第３條第１項ノ規定ニ依ル⼊所ニ因リ⽣活スルコト能ハザル者ニ對シ其ノ⽣活費ヲ補給スベシ
第７條 第１項ヲ左ノ如ク改メ同條第３項を削ル

左ノ諸費ハ北海道地⽅費⼜ハ府縣ノ負擔トス
⼀ 第２條ノ２第２號ノ規定ニ依リ⾏政官廳ニ於テ物件ノ消毒⼜ハ廢棄を爲ス場合ニ要スル諸費
⼆ ⼊所患者（國⽴癩療養所⼊所患者ヲ除ク）及⼀時救護ニ關スル諸費
三 檢診ニ關スル諸費
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四 其ノ他道府縣ニ於テ癩豫防上施設スル事項ニ關スル諸費
第７條ノ２ 本法ニ依リ北海道地⽅費⼜ハ府縣ニ於テ負擔スベキ費⽤ハ東京府伊⾖七島及⼩笠原島ニ

於テハ國庫ノ負擔トス
第８條中 「前條」ヲ「第６條及第７條ノ規定ニ依ル」ニ改ム
第９條中 「扶養義務者」ヲ「親族」ニ改ム
第１０條 第１條ノ規定ニ違反シ⼜ハ第２條ノ２ノ規定ニ依ル⾏政官廳ノ處分ニ違反シタル者ハ１０

０圓以下ノ罰⾦⼜ハ科料に處ス
第１０条ノ２ 第２條ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ處ス
第１１條 醫師若ハ醫師タリシ者⼜ハ癩豫防事務ニ關係アル公務員若ハ公務員タリシ者故ナク業務上

取扱ヒタル癩患者⼜ハ其ノ死者ニ關シ⽒名、住所、本籍、⾎統關係⼜ハ病名其ノ他癩タルコトヲ推
知シ得ベキ事項ヲ漏泄シタルトキハ６⽉以 下ノ懲役⼜ハ１００圓以下ノ罰⾦ニ處ス

第１２條中 「⾏政官廳ニ於テ救護中」ヲ「療養所ニ⼊所中⼜ハ第３條第２項及第３項ノ規定ニ依ル
⼀時救護中」ニ改ム

附 則
本法施⾏ノ期⽇ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

○「らい予防法」への改正 法律第２１４号（昭和２８年８⽉１５⽇公布）
第１章 総則

（この法律の目的）
第１条 この法律は、らいを予防するとともに、らい患者の医療を⾏い、あわせてその福祉を図り、

もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
（国及び地⽅公共団体の義務）
第２条 国及び地⽅公共団体は、つねに、らいの予防及びらい患者（以下「患者」という ）の医療。

につとめ、患者の福祉を図るとともに、らいに関する正しい知識の普及を図らなければならない。
（差別的取扱の禁⽌）
第３条 何⼈も、患者⼜は患者と親族関係にある者に対して、そのゆえをもって不当な差別的取扱を

してはならない。
第２章 予防

（医師の届出等）
第４条 医師は、診察の結果受診者が患者（患者の疑のある者を含む。この条において以下同じ ）。

であると診断し、⼜は死亡の診断若しくは死体の検案をした場合において、死亡者が患者であった
ことを知ったときは、厚⽣省令の定めるところにより、患者、その保護者（親権を⾏う者⼜は後⾒
⼈をいう。以下同じ ）若しくは患者と同居している者⼜は死体のある場所若しくはあった場所を。
管理する者若しくはその代理をする者に、消毒その他の予防⽅法を指⽰し、且つ、７⽇以内に、厚
⽣省令で定める事項を、患者の居住地（居住地がないか、⼜は明らかでないときは、現在地。以下
同じ ）⼜は死体のある場所の都道府県知事に届け出なければならない。。

２ 医師は、患者が治ゆし、⼜は死亡したと診断したときは、すみやかに、その旨をその者の居住地
の都道府県知事に届けなければならない。

（指定医の診察）
第５条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、その指定する医師をして、患者⼜は患者と疑

うに⾜りる相当な理由がある者を診察させることができる。
２ 前項の医師の指定は、らいの診療に関し、３年以上の経験を有する者のうちから、その同意を得

て⾏うものとする。
３ 第１項の医師は、同項の職務の執⾏に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
（国⽴療養所への⼊所）
第６条 都道府県知事は、らいを伝染させるおそれがある患者について、らい予防上必要があると認

めるときは、当該患者⼜はその保護者に対し、国が設置するらい療養所（以下「国⽴療養所」とい
う ）に⼊所し、⼜は⼊所させるように勧奨することができる。。

２ 都道府県知事は、前項の勧奨を受けた者がその勧奨に応じないときは、患者⼜はその保護者に対
し、期限を定めて、国⽴療養所に⼊所し、⼜は⼊所させることを命ずることができる。

３ 都道府県知事は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないとき、⼜は公衆衛⽣上らい療養所
に⼊所させることが必要であると認める患者について 前２項の⼿続きをとるいとまがないときは、 、
その患者を国⽴療養所に⼊所させることができる。

４ 第１項の勧奨は、前条に規定する医師が当該患者を診察した結果、その者がらいを伝染させるお
それがあると診断した場合でなければ、⾏うことができない。

（従業禁⽌）
第７条 都道府県知事は、らいを伝染させるおそれがある患者に対して、その者がらい療養所に⼊所

するまでの間、接客業その他公衆にらいを伝染させるおそれがある業務であって、厚⽣省令で定め
るものに従事することを禁⽌することができる。

２ 前条第４項の規定は、前項の従業禁⽌の処分について準⽤する。
（汚染場所の消毒）
第８条 都道府県知事は、らいを伝染させるおそれがある患者⼜はその死体があった場所を管理する

者⼜はその代理をする者に対して、消毒材料を交付してその場所を消毒すべきことを命ずることが
できる。

２ 都道府県知事は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該職員にその場所を消
毒させることができる。

（物件の消毒廃棄等）
第９条 都道府県知事は、らい予防上必要があると認めるときは、らいを伝染させるおそれがある患

者が使⽤し、⼜は接触した物件について、その所持者に対し、授与を制限し、若しくは禁⽌し、消
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毒材料を交付して消毒を命じ、⼜は消毒によりがたい場合に廃棄を命ずることができる。
２ 都道府県知事は前項の消毒⼜は廃棄の命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該職員に

その物件を消毒し、⼜は廃棄させることができる。
３ 都道府県は、前２項の規定による廃棄によって通常⽣ずべき損失を補償しなければならない。
４ 前項の規定による補償を受けようとする者は 厚⽣省令の定める⼿続きに従い 都道府県知事に、 、 、

これを請求しなければならない。
５ 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき⾦額を決定し、当該請求者

にこれを通知しなければならない。
６ 前項の決定に不服がある者は、その通知を受けた⽇から６０⽇以内に、裁判所に訴をもってその

⾦額の増額を請求することができる。
７ 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
（質問および調査）
第１０条 都道府県知事は、前２条の規定を実施するため必要があるときは、当該職員をして、患者

若しくはその死体がある場所若しくはあった場所⼜は患者が使⽤し、若しくは接触した物がある場
所に⽴ち⼊り、患者その他の関係者に質問させ、⼜は必要な調査をさせることができる。

２ 前項の職員は、その⾝分を⽰す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈⽰し
なければならない。

３ 第１項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第３章 国⽴療養所

（国⽴療養所）
第１１条 国は、らい療養所を設置し、患者に対して、必要な治療を⾏う。
（福利増進）
第１２条 国は、国⽴療養所に⼊所している患者（以下「⼊所患者」という ）の教養を⾼め、その。

福利を増進するようにつとめるものとする。
（更⽣指導）
第１３条 国は、必要があると認めるときは、⼊所患者に対して、その社会的更⽣に資するために必

要な知識及び技能を与えるための措置を講ずることができる。
（⼊所患者の教育）
第１４条 国⽴療養所の⻑（以下「所⻑」という ）は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第。

７５条第２項の規定により、⼩学校⼜は中学校が、⼊所患者のため、教員を派遣して教育を⾏う場
合には、政令の定めるところにより、⼊所患者がその教育を受けるために必要な措置を講じなけれ
ばならない。

２ 所⻑は、学校教育法第７５条第２項の規定により、⾼等学校が、⼊所患者のため、教員を派遣し
て教育を⾏う場合には、政令の定めるところにより、⼊所患者がその教育を受けるために必要な措
置を講ずることができる。

（外出の制限）
第１５条 ⼊所患者は、左の各号に掲げる場合を除いては、国⽴療養所から外出してはならない。

⼀ 親族の危篤、死亡、り災その他特別の事情がある場合であって、所⻑が、らい予防上重⼤な⽀
障を来たすおそれがないと認めて許可したとき。
⼆ 法令により国⽴療養所外に出頭を要する場合であって、所⻑が、らい予防上重⼤な⽀障を来た
すおそれがないと認めたとき。

２ 所⻑は、前項第１号の許可をする場合には、外出の期間を定めなければならない。
３ 所⻑は、第１項各号に掲げる場合には、⼊所患者の外出につき、らい予防上必要な措置を講じ、

且つ、当該患者から求められたときは、厚⽣省令で定める証明書を交付しなければならない。
（秩序の維持）
第１６条 ⼊所患者は、療養に専念し、所内の紀律に従わなければならない。
２ 所⻑は、⼊所患者が紀律に違反した場合において、所内の秩序を維持するために必要があると認

めるときは、当該患者に対して、左の各号に掲げる処分を⾏うことができる。
⼀ 戒告を与えること。
⼆ ３０⽇をこえない期間を定めて、謹慎させること。

３ 前項第２号の処分を受けた者は、その処分の期間中、所⻑が指定した室で静居しなければならな
い。

４ 第２項第２号の処分は、同項第１号の処分によっては、効果がないと認められる場合に限って⾏
うものとする。

５ 所⻑は、第２項第２号の処分を⾏う場合には、あらかじめ、当該患者に対して、弁明の機会を与
えなければならない。

（親権の⾏使等）
第１７条 所⻑は、未成年の⼊所患者で親権を⾏う者⼜は後⾒⼈のないものに対し、親権を⾏う者⼜

は後⾒⼈があるに⾄るまでの間、親権を⾏う。
２ 所⻑は、未成年の⼊所患者で親権を⾏う者⼜は後⾒⼈のあるものについても、監護、教育等その

者の福祉のために必要な措置をとることができる。
（物件の移動の制限）
第１８条 ⼊所患者が国⽴療養所の区域内において使⽤し、⼜は接触した物件は、消毒を経た後でな

ければ、当該国⽴療養所の区域外に出してはならない。
第４章 福祉

（⼀時救護）
第１９条 都道府県知事は、居住地を有しない患者その他救護を必要とする患者及びその同伴者に対

して、当該患者が国⽴療養所に⼊所するまでの間、必要な救護を⾏わなければならない。
（⼀時救護所）
第２０条 都道府県は、前条の措置をとるため必要があると認めるときは、⼀時救護所を設置するこ



- -61

とができる。
（親族の援護）
第２１条 都道府県知事は、⼊所患者をして安じて療養に専念させるため、その親族（婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。以下同じ ）のうち、当該患者が⼊。
所しなかったならば、主としてその者の収⼊によって⽣計を維持し、⼜はその者と⽣計をともにし
ていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地（居住地がないか、⼜は明らかでないと
きは、現在地）を有するものが、⽣計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これ
らの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を⾏うことができる。但し、これらの者が他
の法律（⽣活保護法（昭和２５年法律第１４４号）を除く ）に定める扶助を受けることができる。
場合においては その受けることができる扶助の限度においては その法律の定めるところによる、 、 。

２ 援護は、⾦銭を給付することによって⾏うものとする。但し、これによることができないとき、
これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を給
付することによって⾏うことができる。

３ 援護のための⾦品は、援護を受ける者⼜はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者
に交付するものとする。

４ 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、制令で定める。
（児童の福祉）
第２２条 国は、⼊所患者が扶養しなければならない児童で、らいにかかっていないものに対して、

必要があると認めるときは、国⽴療養所に附置する施設において養育、養護その他の福祉の措置を
講ずることができる。

２ 第１７条第１項の規定は、前項の施設に⼊所中の児童について準⽤する。
第５章 費⽤

（都道府県の⽀弁）
第２３条 都道府県は、左の各号に掲げる費⽤を⽀弁しなければならない。

⼀ 第５条第１項の規定による診察に要する費⽤
⼆ 第６条の規定による措置に要する費⽤並びに同条第１項⼜は第２項の規定による勧奨⼜は命令
による患者の⼊所に要する費⽤及びその⼊所に当り当該都道府県の職員が付き添った場合における
その附添に要する費⽤
三 第８条及び第９条の規定による消毒及び廃棄に要する費⽤
四 第９条第３項の規定による損失の補償に要する費⽤
五 第１９条の規定による⼀時救護に要する費⽤
六 第２０条に規定する⼀時救護所の設置及び運営に要する費⽤
七 第２１条の規定による援護に要する費⽤

（費⽤の徴収）
第２３条の２ 都道府県知事は、第２１条の規定による援護を⾏った場合において、その援護を受け

た者に対して、⺠法（明治２９年法律第８９号）の規定により扶養の義務を履⾏しなければならな
い者（⼊所患者を除く ）があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施。
に要した費⽤の全部⼜は１部を徴収することができる。

２ ⽣活保護法第７７条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準⽤する。
（国庫の負担）
第２４条 国庫は、政令の定めるところにより、都道府県が⽀弁する費⽤のうち、第２３条第１号か

ら第６号までに掲げる費⽤については、その２分の１、同条第７号に掲げる費⽤については、その
全部を負担する。

第６章 雑則
（審査請求があった場合の指定医の診察）
第２５条 厚⽣⼤⾂は、この法律⼜はこの法律に基づいて発する命令の規定により所⻑⼜は都道府県

知事がした処分についての審査請求がらいを伝染させるおそれがある患者であるとの診断に基づく
処分に対してその診断を受けた者が提起したものであって、かつ、その不服の理由が、その診断の
結果を争うものであるときは、その審査請求の裁決前、第５条第２項の規定に準じて厚⽣⼤⾂が指
定する２⼈以上の医師をして、その者を診察させなければならない。この場合において、審査請求
⼈は、⾃⼰の指定する医師を、⾃⼰の費⽤により、その診察に⽴ち会わせることができる。

２ 第５条第３項の規定は、前項の医師について準⽤する。
（公課及び差押の禁⽌）
第２５条の２ 第２１条の規定による援護として⾦品の⽀給を受けた者は、当該⾦品を標準として租

税その他の公課を課せられることがない。
２ 第２１条の規定による援護として⽀給される⾦品は、既に⽀給を受けたものであるとないとにか

かわらず、差し押さえることができない。
（罰則）
第２６条 医師 保健婦 看護婦若しくは准看護婦⼜はこれらの職にあった者が 正当な理由がなく、 、 、 、

その業務上知得した左の各号に掲げる他⼈の秘密を漏らしたときは、１年以下の懲役⼜は、３万円
以下の罰⾦に処する。
⼀ 患者若しくはその親族であること、⼜はあったこと。
⼆ 患者であった者の親族であること、⼜はあったこと。

２ 前項各号に掲げる他⼈の秘密を業務上知得した者が、正当な理由がなく、その秘密を漏らしたと
きは、６⽉以下の懲役または１万円以下の罰⾦に処する。

第２７条 左の各号の１に該当する者は、１万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第４条第１項の規定による届出を怠った者
⼆ 第５条第１項の規定による医師の診察を拒み、妨げ、⼜は忌避した者
三 第９条第１項の規定による物件の授与の制限⼜は禁⽌の処分に従わなかった者
四 第８条第２項⼜は第９条第２項の規定による当該職員の職務の執⾏を拒み、妨げ、⼜は忌避し
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た者
五 第１０条第１項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ、⼜は忌避した者
六 第１０条第１項の規定による当該職員の質問に対して虚偽の答弁をした者
七 第１８条の規定に違反した者

第２８条 左の各号の１に該当する者は、拘留⼜は科料に処する。
⼀ 第１５条第１項の規定に違反して国⽴療養所から外出した者
⼆ 第１５条第１項第１号の規定により国⽴療養所から外出して、正当な理由がなく、許可の期間
内に帰所しなかった者
三 第１５条第１項第２号の規定により国⽴療養所から外出して、正当な理由がなく、通常帰所す
べき時間内に帰所しなかった者

附帯決議
⼀、患者の家族の⽣活保護については、⽣活保護法とは別建の国の負担による援護制度を定め、昭
和２９年度から実施すること
⼆、国⽴のらいに関する研究所を設置することについても同様、昭和２９年度から着⼿すること
三、患者ならびにその親族に関する秘密の確保に努めるとともに、⼊所患者の⾃由権を保護し、⽂
化⽣活のための福祉施設を整備すること
四、外出の制限、秩序の維持に関する規定については、適正慎重を期すること
五、強制診断、強制⼊所の措置については、⼈権尊重の建前にもとづき、その運⽤に万全の留意を
なすこと
六、⼊所患者に対する処遇については、慰安⾦、作業慰労⾦、教養娯楽費、賄費等につき今後その
増額を考慮すること
七、退所者に対する更⽣福祉制度を確⽴し、更⽣資⾦⽀給の途を講ずること
⼋、病名の変更については、充分検討すること
九、職員の充実および待遇改善につき⼀段の努⼒をすること

以上の事項につき、近き将来の改正を期するとともに、本法施⾏に当っては、その趣旨の徹底、
啓蒙宣伝につき、充分努⼒することを要望する。

○「らい予防法の廃⽌に関する法律」の制定 法律第２８号（平成８年４⽉１⽇公布）
（らい予防法の廃⽌）

第１条 らい予防法（昭和２８年法律第２１４号）は、廃⽌する。
（国⽴ハンセン病療養所における療養）

第２条 国は 国⽴ハンセン病療養所 前条の規定による廃⽌前のらい予防法 以下 旧法 という、 （ （ 「 」 。）
第１１条の規定により国が設置したらい療養所をいう。以下同じ ）において、この法律の施⾏の。
際現に国⽴ハンセン病療養所に⼊所している者であって、引き続き⼊所するもの（第４条において
「⼊所者」という ）に対して、必要な療養を⾏うものとする。。
（国⽴ハンセン病療養所への再⼊所）

第３条 国⽴ハンセン病療養所の⻑は、この法律の施⾏の際現に国⽴ハンセン病療養所に⼊所してい
た者であってこの法律の施⾏後に国⽴ハンセン病療養所を退所したもの⼜はこの法律の施⾏前に国
⽴ハンセン病療養所に⼊所していた者であってこの法律の施⾏の際現に国⽴ハンセン病療養所に⼊
所していないものが 必要な療養を受けるため 国⽴ハンセン病療養所への⼊所を希望したときは、 、 、
⼊所させないことについて正当な理由がある場合を除き、国⽴ハンセン病療養所に⼊所させるもの
とする。

２ 国は、前項の規定により⼊所した者（次条において「再⼊所者」という ）に対して、必要な療。
養を⾏うものとする。
（福利増進）

第４条 国は、⼊所者及び再⼊所者（以下「⼊所者等」という ）の教養を⾼め、その福利を増進す。
るように努めるものとする。
（社会復帰の⽀援）

第５条 国は、⼊所者等に対して、その社会復帰に資するために必要な知識及び技能を与えるための
措置を講ずることができる。
（親族の援護）

第６条 都道府県知事は、⼊所者の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含む ）のうち、当該⼊所者等が⼊所しなかったならば、主としてその者の収⼊によっ。
て⽣計を維持し、⼜はその者と⽣計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居
住地（居住地はないか、⼜は明らかでないときは、現在地）を有するものが、⽣計困難のため、援
護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護
を⾏うことができる。ただし、これらの者が他の法律（⽣活保護法（昭和２５年法律第１４４号）
を除く ）に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限。
度においては、その法律の定めるところによる。

２ 援護は ⾦銭を給付することによって⾏うものとする ただし これによることができないとき、 。 、 、
これによることが適正でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を給
付することによって⾏うことができる。

３ 援護にための⾦品は、援護を受ける者⼜はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者
に交付するものとする。

４ 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、制令で定める。
（都道府県の⽀弁）

第７条 都道府県は、前条の規定による援護に要する費⽤を⽀弁しなければならない。
（費⽤の徴収）

第８条 都道府県知事は、第６条の規定による援護を⾏った場合において、その援護を受けた者に対
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して、⺠法（明治２９年法律第８９号）の規定により扶養の義務を履⾏しなければならない者（⼊
所者等を除く ）があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した。
費⽤の全部⼜は１部を徴収することができる。

２ ⽣活保護法第７７条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準⽤する。
（国庫の負担）

第９条 国庫は、政令で定めるところにより、第７条の規定により都道府県が⽀弁する費⽤の全部を
負担する。
（公課及び差し押えの禁⽌）

第１０条 第６条の規定による援護として⾦品の⽀給を受けた者は、当該⾦品を標準として租税その
他の公課を課せられることがない。

２ 第６条の規定による援護として⽀給される⾦品は、既に⽀給を受けたものであるとないとにかか
わらず、差し押さえることができない。

附 則
（施⾏期⽇）

第１条 この法律は、平成８年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置） 略す

○国⽴癩療養所患者懲戒検束規定（昭和６年１⽉３０⽇認可）
第⼀条 国⽴癩療養所ノ⼊所患者ニ対スル懲戒⼜ハ検束ハ左ノ各号ニ依ル

⼀ 譴責 叱責ヲ加ヘ誠意改悛ヲ誓ハシム
⼆ 謹慎 三⼗⽇以内指定ノ室ニ静居セシメ⼀般患者トノ交通ヲ禁ズ
三 減⾷ 七⽇以内主⾷及副⾷物ニ付常⾷量⼆分ノ⼀迄ヲ減給ス
四 監禁 三⼗⽇以内監禁室ニ拘置ス
五 謹慎及減⾷ 第⼆号及第三号ヲ併科ス
六 監禁及減⾷ 第四号及第三号ヲ併科ス
監禁ハ前項第四号ノ規定ニ拘ラズ特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ期間ヲ⼆箇⽉迄延⻑スルコトヲ得

第⼆条 ⼊所患者左ノ各号ノ⼀ニ該当スル⾏為ヲ為シタルトキハ譴責⼜ハ謹慎ニ処ス
⼀ 所内ニ植栽セル草⽊ヲ傷害シタルトキ
⼆ 家屋其ノ他建物⼜ハ備品ヲ毀損シ若ハ汚涜シタルトキ
三 貸与ノ⾐類其ノ他ノ物品ヲ毀損若ハ隠匿シ⼜ハ所外ヘ搬出シタルトキ
四 ⼈ヲ誑惑セシムベキ流⾔浮説⼜ハ虚報ヲ為シタルトキ
五 喧嘩⼝論ヲ為シタルトキ
六 其ノ他所内ノ静謐演ヲ紊シタルトキ

第三条 ⼊所患者左ノ⼀ヲ為シタルトキハ謹慎若ハ減⾷ニ処シ⼜ハ之ヲ併科ス
⼀ 濫リニ所外ニ出ズ⼜ハ所定ノ地域ニ⽴⼊リタルトキ
⼆ 風紀ヲ紊シ⼜ハ猥褻ノ⾏為ヲ為シ若ハ媒合シテ之ヲ為サシメタルトキ
三 職員ノ指揮命令ニ服従セザルトキ
四 ⾦銭⼜ハ物品ヲ以テ博戯⼜ハ賭事ヲ為シタルトキ
五 懲戒⼜ハ検束ノ執⾏ヲ妨害シタルトキ

第四条 ⼊所患者左ノ各号ノ⼀ニ該当スル⾏為ヲ為シタルトキハ減⾷若ハ監禁ニ処シ⼜ハ之ヲ併科ス
⼀ 逃⾛シ⼜ハ逃⾛セムトシタルトキ
⼆ 職員其ノ他ノ者ニ対シ暴⾏若ハ脅迫ヲ加ヘ⼜ハ加ヘムトシタルトキ
三 其ノ他所内ノ安寧秩序ヲ害シ⼜ハ害セムトシタルトキ

第五条 ⼀個ノ⾏為ニシテ前三条中⼆以上ノ規定ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ何レカ⼀ノ規定ニ
依ル処分ヲ為スコトヲ得
第六条 懲戒⼜ハ検束ニ処セラレタル者其ノ執⾏ヲ終リ⼜ハ執⾏ノ免除アリタル後再ビ第ニ条⼜ハ第
三条ノ規定ニ該当スル⾏為ヲ為シタルトキハ第⼆条⼜ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ第四条ノ規定ニ依ル処
分ヲ為スコトヲ得
第七条 ⼆⼈以上共同シテ第⼆条第三条⼜ハ第四条ノ規定ニ該当スル⾏為ヲ為シタル者ハ其ノ⾏為ニ
付同⼀ノ責任ニ任ズ

⼈ヲ教唆シテ第⼆条第三条⼜ハ第四条ノ規定ニ該当スル⾏為ヲ為サシメタル者ハ実⾏者ニ準ズ教唆
者ヲ教唆シタル者亦同ジ

第⼆条第三条⼜ハ第四条ノ規定ニ該当スル⾏為ノ実⾏者ノ⾏為ヲ幇助シタル者及之ニ対シ教唆ヲ為
シタル者ハ実⾏者ニ準ズ但シ其ノ処分ハ之減軽ス
第⼋条 第⼆条第三条⼜ハ第四条ノ規定ニ拘ラズ⾏為ノ情状憫諒スベキモノハ酌量シテ懲戒⼜ハ検索
ヲ減軽⼜ハ免除スルコトヲ得
第九条 懲戒⼜ハ検索ハ宣告ノ上執⾏ス

第⼆条第三条⼜ハ第四条ノ規定ニ該当スル⾏為ヲ為シタル者逃⾛シタルトキハ其ノ懲戒⼜ハ検索ハ
⽋席ノ儘宣告シ其ノ執⾏ハ収容後之ヲ⾏フ但シ他ノ療養所ニ収容セラレタルトキハ之ヲ当該療養所ノ
⻑ニ委託スルコトヲ得

前項ノ場合に於テ宣告ヨリ⼀年ヲ経タルトキハ其ノ執⾏ヲ免除ス懲戒⼜ハ検索ノ執⾏中逃⾛シタル
者ニ対シテハ前⼆項ノ規定ヲ準⽤ス
第⼗条 懲戒⼜ハ検索ニ処セラレタル者改悛ノ情著シキトキハ其ノ懲戒⼜ハ検索ノ執⾏ヲ免除スルコ
トヲ得
第⼗⼀条 左ノ各号ノ⼀ニ該当スル場合ハ懲戒⼜ハ検束ノ執⾏ヲ免除⼜ハ停⽌スルコトヲ得

⼀ ⼤祭祝⽇、⼀⽉⼀⽇、⼀⽉⼆⽇、⼗⼆⽉三⼗⼀⽇⼜療養所ノ祝祭⽇並懲戒⼜ハ検束ニ処セラレ
タル者ノ⽗⺟ノ祭⽇

⼆ 懲戒⼜ハ検束ニ処セラレタル者其ノ⽗⺟ノ訃ニ接シタルトキ
三 懲戒⼜ハ検束ニ処セラレタル者療養上必要アリト認メタルトキ
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前項第⼆号ノ場合ニ於テハ其ノ停⽌期間ハ之ヲ三⽇マデ延⻑スルコトヲ得

○患者⼼得（抄）
第⼀条 患者ハ本所々定ノ規則命令ニ服従スル義務アルモノトス
第⼆条 患者ハ常ニ従順ヲ旨トシ和衷共同宜シク精神修養ニ励メ、衛⽣ヲ重ジ、男⼥ノ道ヲ正ウシ苟
モ所規ヲ乱シ不穏ノ⾔動ヲ流布スルガ如キ⾏為アルベカラズ
第三条 患者ハ其ノ居所スル何レアルヲ問ハズ⼀般ノ家庭ノ如ク和親ヲ旨トシ⽼幼者⼜ハ⾝体不⾃由
ナルモノ、可成⽐較的健康者ヨリ便宜ヲ与ヘ保護スルモノトス

尚、不⾃由者ハ其ノ保護者ニ対シ常ニ感謝ノ意ヲ表スベシ
第四条 患者全体ヲ通シテ総代、副総代、病室取締、炊事取締ヲ置くキ、患者ノ総取締ニ従事セシメ
ルモノトス
第五条 患者家族舎⼀室毎ニ室⻑⼀⼈、副室⻑⼀⼈ヲ置キ室内ノ取締に充ツ
第六条 正副総代及正副室⻑、病室取締、炊事取締ノ任期ハ各⼀年トシ任期中其任ニ耐ヘズ⼜不都合
ノ⾏為アルトキハ解任スルコトアルベシ

但シ任期後ト雖モ適任ト認ムルモノニハ再任ヲ命ズルコトアルベシ
第七条 患者ハ各⾃⾏動ヲ慎ミ苟モ社会ノ同情ヲ失スルガ如キ⾏為アルベカラズ
第⼋条 患者ハ治療上ニ就テハ総テ医員ノ指揮ヲ受ケ其ノ命令ヲ厳守スベシ

（以下略）

○らい患者救済及び社会復帰に関する国際らい会議（ローマ会議）決議
マルタ騎⼠協会の主催のもとに、51カ国より、250名の代表の出席を得て、1956年４⽉16⽇より、18

⽇にいたる間、ローマにおいて開催された「らい患者救済並びに、社会復帰に関する国際会議」は、
らいは伝染性の低い疾病であり、且つ治療し得るものである事を考慮して、次の事を決議する。
⼀、Ａ）らいに感染した患者は、どのような特別規則をも設けず、結核など他の伝染病の患者と同様
に取り扱われること。従って、すべての差別法は廃⽌さるべきこと。

Ｂ）らいが問題となっている国においては、公衆にらいの真の性質を理解させ、この病気に結び
ついている偏⾒及び迷信を除去する如き啓蒙⼿段を講ずること。
⼆、Ａ）病気の早期発⾒及び治療にに対し、種々なる⼿段を講ずること。患者は、その病気の状況が
家族等に危険を及ぼさない場合には、その家に留めておくべきこと。これには、⼼理的に重要にして
良好な効果が⽣ずるものである。

Ｂ）経済的及び医学資源が不充分で然も多数の患者を擁する国々においては、らい予防のための
集団治療の運動を実施すること。また、⼊院加療は、特殊医療、あるいは外科療法を必要とする病状
の患者のみに制限し、このような治療が完了したときには退院させるべきである。

Ｃ）児童は、あらゆる⽣物学上の正しい⼿段により、感染から保護される可きこと。保健所への
収容は、このようなところに収容されることにより、傷ましい汚名を受けたと感じるので、絶対的に
必要な場合にのみ実施させるべきこと。

Ｄ）各国政府に対し、⾼度の⾝体障害のために、厚⽣省、農林省、⽂部省等の政府機関を通じ、
彼等の保護及び社会復帰に関し、必要な道徳的、社会的且つ医学的援助を与えるよう奨励すること。
この援助は、患者にも公衆にも有益な⼼理的効果をもたらすものである。

本会議は 病との闘いにおける勝利を その共同目的とする献⾝的な科学者及び社会福祉事業家を、 、 、
世界各国より⼀堂に集められたことについて、マルタ騎⼠協会に対し深い感謝の意を表するものであ
る。

○ハンセン病国家賠償請求訴訟
熊本地⽅裁判所判決(平成１３年５⽉１１⽇)骨⼦ (平成１３年５⽉１２⽇ 朝⽇新聞)
①遅くとも６０年以降においてハンセン病は隔離政策を⽤いなければならない特別な疾患ではなく

なり すべての⼊所者及び患者について 隔離の必要性が失われた 厚⽣省としてはこの時点で、 、 。 、
隔離政策の抜本的な変換をする必要があったが、らい予防法(新法)廃⽌までこれを怠っており、
厚相の職務⾏為に国家賠償法上の違法性及び過失があると認めるのが相当である。

②隔離規定は６０年には合理性の根拠を全く⽋いており、違憲性が明⽩になっていた。６５年以降
に新法の隔離規定を改廃しなかった国会議員の⽴法上の不作為につき、国家賠償法上の違法性及
び過失を認めるのが相当である。

③除斥期間の起算点となる「不法⾏為の時」は、違法⾏為の終了した新法廃⽌時と解するのが相当
で、除斥期間の規定の適⽤はない。

○ハンセン病問題の早期かつ全⾯的解決に向けての内閣総理⼤⾂談話（平成１３年５⽉２５⽇）
去る５⽉１１⽇の熊本地⽅裁判所におけるハンセン病国家賠償請求訴訟について、私は、ハンセン

病対策の歴史と、患者・元患者の皆さんが強いられてきた幾多の苦痛と苦難に思いを致し、極めて異
例の判断ではありますが、敢えて控訴を⾏わない旨の決定をいたしました。

今回の判断に当たって、私は、内閣総理⼤⾂として、また現代に⽣きる⼀⼈の⼈間として、⻑い歴
史の中で患者・元患者の皆さんが経験してきた様々な苦しみにどのように応えていくことができるの
か、名誉回復をどのようにして実現できるのか、真剣に考えてまいりました。

我が国においてかつて採られたハンセン病患者に対する施設⼊所政策が、多くの患者の⼈権に対す
る⼤きな制限、制約となったこと、また、⼀般社会において極めて厳しい偏⾒、差別が存在してきた
事実を深刻に受け⽌め、患者・元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、
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率直にお詫びを申し上げるとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた⽅々に哀悼の念を捧げ
るものです。

今回の判決は、ハンセン病問題の重要性を改めて国⺠に明らかにし、その解決を促した点において
⾼く評価できるものですが 他⽅で本判決には 国会議員の⽴法活動に関する判断や⺠法の解釈など、 、 、
国政の基本的な在り⽅にかかわるいくつかの重⼤な法律上の問題点があり、本来であれば、政府とし
ては、控訴の⼿続きを採り、これらの問題点について上級審の判断を仰ぐこととせざるを得ないとこ
ろです。

しかしながら、ハンセン病訴訟は、本件以外にも東京・岡⼭など多数の訴訟が提起されています。
また、全国には数千⼈に及ぶ訴訟を提起していない患者・元患者の⽅々もおられます。さらに、患者
・元患者の⽅々は既に⾼齢になっておられます。

こういったことを総合的に考え、ハンセン病問題については、できる限り早期に、そして全⾯的な
解決を図ることが、今最も必要なことであると判断するに⾄りました。

このようなことから、政府としては、本判決の法律上の問題点について政府の⽴場を明らかにする
政府声明を発表し、本判決についての控訴は⾏わず、本件原告の⽅々のみならず、また各地の訴訟へ
の参加・不参加を問わず、全国の患者・元患者の⽅々全員を対象とした、以下のような統⼀的な対応
を⾏うことにより、ハンセン病問題の早期かつ全⾯的な解決を図ることといたしました。

①今回の判決の認容額を基準として、訴訟への参加・不参加を問わず、全国の患者・元患者全員を
対象とした新たな補償を⽴法措置により講じることとし、このための検討を早急に開始する。

②名誉回復及び福祉増進のために可能な限りの措置を講ずる。
具体的には 患者・元患者から要望のある退所者給与⾦(年⾦)の創設 ハンセン病資料館の充実、 、 、
名誉回復のための啓発事業などの施策の実現について早急に検討を進める。

③患者・元患者の抱えている様々な問題について話し合い、問題の解決を図るための患者・元患者
と厚⽣労働省との間の協議の場を設ける。

らい予防法が廃⽌されて５年が経過していますが 過去の歴史は消えるものではありません また、 。 、
患者・元患者の⽅々の失われた時間も取り戻すことができるものではありませんが、政府としては、
ハンセン病問題の解決に向けて全⼒を尽くす決意であることを、ここで改めて表明いたします。

同時にハンセン病問題を解決していくためには、政府の取り組みはもとより、国⺠⼀⼈⼀⼈がこの
問題を真剣に受け⽌め、過去の歴史に目を向け、将来に向けて努⼒をしていくことが必要です。

私は、今回の判決を契機に、ハンセン病問題に関する国⺠の理解が⼀層深まることを切に希望いた
します。

内閣総理⼤⾂ ⼩泉 純⼀郎

○ハンセン病問題に関する決議
去る５⽉１１⽇の熊本地⽅裁判所におけるハンセン病国家賠償請求訴訟判決について、政府は控訴

しないことを決定した。本院は永年にわたり採られてきたハンセン病患者に対する隔離政策により、
多くの患者、元患者が⼈権上の制限、差別等により受けた苦痛と苦難に対し、深く反省し謝罪の意を
表明するとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた⽅々に哀悼の誠を捧げるものである。

さらに、⽴法府の責任については、昭和６０年の最⾼裁判所の判決を理解しつつ、ハンセン病問題
の早期かつ全⾯的な解決を図るため、我々は、今回の判決を厳粛に受け⽌め、隔離政策の継続を許し
てきた責任を認め、このような不幸を⼆度と繰り返さないよう、すみやかに患者、元患者に対する名
誉回復と救済等の⽴法措置を講ずることをここに決議する。

政府においても、患者、元患者の⽅々の今後の⽣活の安定、ならびにこれまで被った苦痛と苦難に
対し、早期かつ全⾯的な解決を図るよう万全を期するべきである。

（衆議院：平成１３年６⽉７⽇ （参議院：平成１３年６⽉８⽇））

○厚⽣労働⼤⾂の謝罪⽂
ハンセン病患者・元患者の⽅々へ⼼より謝罪します。（ ）平成１４年３⽉２３⽇
ハンセン病患者・元患者に対しては、国が「らい予防法」とこれに基づく隔離政策を継続したため

に 皆様⽅に耐え難い苦難と苦痛を与え続けてきました このことに対し⼼からお詫び申し上げます、 。 。
患者・元患者の⽅々の過ぎ去った⼈⽣を取り返すことがかなわない現実の中で、政府としては、患

者・元患者の⽅々の名誉回復等を⼀所懸命させていただき、その他抱えている様々な問題について早
期に解決できるよう努⼒を重ね、皆様⽅が⽣きていてよかったと少しでも思えるようにしていくこと
が使命であると考えております。

併せて、都道府県をはじめとする各⾃治体、国⺠各層におかれては、ハンセン病の病態及びハンセ
ン病患者・元患者の置かれてきた⽴場を正しくご理解いただき、ハンセン病患者・元患者が地域の中
で幸せに暮らしていくことができるようお願いする次第です。

厚⽣労働⼤⾂ 坂⼝ ⼒
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⽒ 名 備 考

徳 永 進 （委員⻑） 野の花診療所院⻑
と く な が すすむ

加賀⽥ ⼀ 国⽴療養所⻑島愛⽣園⿃取県⼈会⻑
か が た はじめ

⽯ ⽥ 雅 男 国⽴療養所⻑島愛⽣園前⾃治会⻑
い し だ ま さ お

押 目 美惠⼦ 国⽴療養所⻑島愛⽣園元看護部⻑
お し め み え こ

荒 井 玲 ⼦ 「⻑島と⿃取を結ぶ会」代表
あ ら い れ い こ

森 ⽥ 幸 男 元県ハンセン病事業担当者
も り た ゆ き お

福 ⽥ 敏 元県ハンセン病事業担当者
ふ く た さとし
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